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TM京都
不正抽選

教
員
は
「
民
団
支
団
長
」

内
閣
府
文
書
に
虚
偽
情
報

日

二
〇
〇
五
年
十
一
月
の

「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
T

M
）
イ
ン
京
都
」
　
（
内
閣
府

主
催
、
京
都
市
教
育
委
員
会

共
催
）
の
参
加
者
抽
選
で
故

意
に
落
選
さ
せ
ら
れ
た
と
し

て
、
同
市
の
四
人
が
国
と
市

に
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

で
、
原
告
の
一
人
の
中
学
教

員
に
つ
い
て
事
実
に
反
す
る

「
大
韓
民
国
民
団
の
支
団
長
」

と
記
し
た
内
部
文
書
が
内
閣

府
の
会
議
に
提
出
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
た
．
。

璧
口
許
は
「
思
想
、
信
条

に
関
す
る
個
人
情
報
の
収
集

は
違
法
で
、
間
違
っ
た
情
報

を
集
め
る
の
は
論
外
だ
」
と
．
文
書
の
作
成
経
緯
な
ど
に

し
、
四
日
の
口
頭
弁
論
で
国
つ
い
て
、
国
は
「
コ
メ
ン
ト

と
市
に
収
集
の
経
緯
や
目
壱
き
な
い
」
と
し
、
五
教
委

的
に
つ
い
て
釈
明
を
求
め

た
。原

告
で
中
学
教
員
の
朴
洪

圭
さ
ん
（
望
．
が
内
閣
府
に

個
人
情
報
の
公
開
を
求
め
た

と
こ
ろ
、
瀾
選
の
落
選
番
号

を
決
め
る
直
前
の
会
議
で
配

布
さ
れ
た
ヽ
T
M
京
都
の
応

募
者
に
つ
い
て
（
取
扱
注

意
）
」
と
題
す
る
文
書
が
開

示
さ
れ
た
∵
文
書
は
、
璧
ロ

′
で
も
あ
る
朴
さ
ん
の
妻
（
豊

に
つ
い
て
「
来
場
し
た
場
合
、

強
い
抗
議
行
動
を
実
施
す
る

は
「
訴
訟
を
通
じ
て
明
ら
か

に
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。

毎

0す、J．ゞ軸卵塊）

京
都
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

文書で判明

と
思
わ
れ
る
」
な
ど
と
記
し
、

朴
さ
ん
を
虚
偽
の
「
元
夫
」

と
記
載
し
て
い
た
。

朴
さ
ん
は
「
勝
手
に
離
婚

し
た
こ
と
に
さ
れ
、
頭
に
来

て
い
る
。
民
団
と
の
関
係
も

一
切
な
く
、
あ
き
れ
て
言
葉

も
出
な
い
」
と
話
し
、
原
告

団
は
「
落
選
を
決
め
る
根
拠

に
な
．
っ
た
文
書
で
、
市
教
委

と
国
を
厳
し
く
追
及
し
た

い
」
と
し
て
い
る
バ
．

京
都
市
と
内
閣
府
が
共
催

し
た
0
5
年
1
1
月
の
タ
ウ
ン
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
（
T
M
）
一
で
特

定
の
応
募
者
が
落
選
さ
せ
ら

れ
た
問
題
で
、
虚
偽
の
個
人

情
報
を
基
に
、
内
閣
府
が
落

選
を
決
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
落
選
し
た
4
人
が

国
と
京
都
市
に
損
害
賠
償
計

8
0
0
万
円
を
求
め
た
訴
訟

の
弁
論
が
4
日
、
京
都
地
裁

で
あ
り
、
原
告
側
が
個
人
情

報
の
公
開
請
求
で
入
手
し
た

内
閣
府
の
文
書
を
公
開
し
て

判
明
し
た
。

文
書
は
内
閣
府
の
T
M
担

当
者
が
0
5
年
1
1
月
、
会
議
の

報
告
用
に
作
っ
た
「
T
M
京

都
の
応
募
者
に
つ
い
て
（
取

扱
注
意
）
」
。
落
選
し
た
2
人

の
う
ち
、
大
学
職
員
の
女
性

（
哲
は
、
催
事
会
場
で
「
プ

ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
、
指
名
さ

れ
な
く
て
も
大
声
を
発
す
る

な
ど
し
た
」
・
、
中
学
教
諭
の

男
性
（
哲
は
「
（
女
性
の
）
元

天
と
さ
れ
る
。
在
日
本
大
韓

属
国
民
団
の
支
団
長
」
と
記

載
さ
れ
て
い
た
。
原
告
側
は

「
い
ず
れ
も
事
実
で
は
な
い
。

個
人
の
思
想
・
信
条
に
か
か

わ
る
個
人
情
報
を
行
政
が
収

集
す
る
の
も
遵
法
J
雪
国

と
市
に
文
書
作
成
の
経
緯
な

ど
の
釈
明
を
求
め
た
。

こ
の
文
書
を
巡
っ
て
は
、

国
側
は
訴
訟
で
、
市
教
委
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
情
報
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
内
容

な
ど
か
ら
作
成
し
た
と
説

明
。
一
方
、
市
側
は
「
虚
偽

の
情
報
を
内
閣
府
に
伝
え
た

こ
と
は
な
い
」
と
反
論
す
る

な
ど
、
国
と
市
で
、
見
解
に

食
い
違
い
が
出
て
い
る
。
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内
閣
府
内
部
文
書

虚
偽
の
個
人
情
報

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

落
選
者
に
つ
い
て
記
載

京
都
市
で
0
5
年
1
1
月
に

あ
っ
た
政
府
主
催
の
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
T
M
）

で
作
為
的
に
落
選
さ
せ
ら

れ
た
同
市
内
の
男
性
（
5
5
）

に
つ
い
て
、
内
閣
府
の
内

部
文
書
に
「
在
日
本
大
韓

民
国
民
団
（
民
団
）
の
支

団
居
と
虚
偽
記
載
ぶ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
ま
た
、
離
婚
し
て
い

な
い
の
虻
「
元
夫
↑
と
記

載
。
落
選
を
巡
っ
て
国
と

市
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

を
起
こ
し
て
い
る
男
性
側

は
「
こ
う
し
た
個
人
情
報

の
収
集
は
違
法
。
内
容
も

虚
偽
で
許
さ
れ
な
い
」
と

憤
慨
し
て
い
る
。

文
書
の
表
題
は
「
T
M

京
都
の
応
募
者
に
つ
い
て

（
取
扱
注
意
）
」
。
情
報

公
開
請
求
に
基
づ
き
、
男

性
が
先
月
に
入
手
し
た
。

妻
に
つ
い
て
も
市
教
委
と

ト
ラ
ブ
ル
歴
が
あ
る
と
書

き
込
ま
れ
て
お
り
、
T
M

の
抽
選
で
は
夫
妻
と
も
作
■

為
的
に
排
除
さ
れ
た
こ
と

が
政
府
の
報
告
書
で
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
．

毒
性
側
は
0
7
年
忌
服

提
訴
。
4
日
に
京
都
地
裁

で
あ
っ
た
口
頭
弁
論
で
支

署
に
つ
い
て
求
釈
明
。
南

側
は
↓
今
後
の
訴
訟
で
明

ら
か
に
す
る
」
と
し
た
バ

内
閣
府
の
担
当
者
は
書
面
・

で
「
京
都
市
教
委
の
意
曙

や
市
教
委
か
ら
の
情
報
に

つ
い
て
会
議
で
報
告
の
た

め
作
成
し
巷
と
陳
述
し
・

て
い
る
。
【
太
田
裕
之
】


